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はじめに 

 

わが国の障がい福祉施策は、障がいのある人もない人も、互いに支えあい、

地域で生きいきと明るく豊かに暮らして行ける社会を目指す「ノーマライゼー

ション」の基本理念に基づき、障がい者の自立と社会参加が進められています。 

座間市においてもこの理念のもと平成１５年３月に「障害者計画」を、また、

平成１８年度の障害者自立支援法施行に基づき「障害福祉計画（第一期）」を策

定し、障がい者の自立と社会参加を促進するため、地域生活を支える体制づく

りや安定したサービスの提供に努めてまいりました。 

近年、障がい者の高齢化に加え、特に精神疾患の方は年々増加しており、障

がいの重度・重複化が進行する中、行政サービスへのニーズも多様化していま

す。 

平成２１年３月には、第二期として両計画を一体的に見直し、障がい者施策

のより一層の推進を図ってまいりましたが、計画の改定時期となった今年度も

市民、団体、関係機関など広く皆様のご協力をいただきながら「障害者計画・

第三期障害福祉計画」を策定しました。 

今後も「支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち」づくりにまい進す

ることをお誓い申し上げます。 

結びになりますが、今回の計画改定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいた

だきました関係各位に深く感謝申し上げ、発刊のことばとさせていただきます。 

 

 

 

 

平成 24年 3月 

 

 

座間市長 遠藤三紀夫 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障がい者」等の表記について 

本計画では、本市の考え方に基づき「害」という漢

字の否定的なイメージに配慮し、「障害者」などの「害」

の字の表記について、可能な限りひらがなで表記しま

した。ただし、国の法令や法令上の規定、団体や施設

名等の固有名詞については、引き続き漢字で表記をし

ています。このため、本計画では「がい」と「害」の

字が混在する表現となっています。 
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